
FAXの場合はウラ面の参加申込書に必要事項を記入してご送付ください

お申し込み・お問い合わせ（平日9:00～17:00）
高島市 市民生活部
市民協働課0740-25-8526

二次元コードから
簡単に申し込みできます

2月7日（土）令和8年

住所：高島市新旭町北畑565

場所

定員

主催：高島市

駐車場あり
（市役所の駐車場をご利用ください）
JR湖西線新旭駅から徒歩3分

【受付】 
13:00～

第1部  13:30～15:00

相談員：滋賀県司法書士会高島支部

第2部  15:00～16:00

講師：司法書士梅村 烈 （滋賀県司法書士会）
大切な住まいを空き家にしないために。今できることから始めましょう。
「住まいの相続」や「終活」について、法律の専門家がわかりやすく・丁寧に解説します。

住まいの相続セミナー

空き家の相続個別相談会

 「何から始めたらいい？」の答えが見つかる！
住まいの将来、家族で話し合うきっかけに！

セミナー

住
ま
い
の

参加
無料

登記

空き家
活用

終活

たか
しま

相
続

高島市役所
【本庁新館3階 会議室】 

先着30名【要予約】 
申込締切：令和8年2月2日（月）


